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議案第３８号 

   世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 使用料等の額を改定するとともに、規定の整備を図る必要があるので、本

案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－2－ 

   世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例 

第１条 世田谷区立区民会館条例（昭和５６年１２月世田谷区条例第４８号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第４附帯設備の部舞台器具の項中「７，０００円」を「９，１００円」に改 

め、同部音響器具の項中「１式」を「一式」に、「３，０００円」を「３，９００ 

円」に改め、同部照明器具の項中「２，５００円」を「３，２５０円」に改め、同 

部楽器の項中「４，５００円」を「５，８５０円」に改め、同部映写器具の項中「 

１式」を「一式」に、「６，０００円」を「７，８００円」に、「１，５００円」 

を「１，９５０円」に改め、同表その他の設備の部電気設備（ホールに限る。）の 

項中「１５０円」を「１９０円」に改め、同部浴室の項中「１，５００円」を「１ 

，９５０円」に改める。 

  別表第４の３附帯設備の部舞台器具の項中「７，０００円」を「９，１００円」 

に改め、同部音響器具の項中「１式」を「一式」に、「３，０００円」を「３，９ 

００円」に改め、同部照明器具の項中「２，５００円」を「３，２５０円」に改め、   

同部ピアノの項中「ピアノ」を「楽器」に、「１台」を「１台又は一式」に、「４ 

，５００円」を「５，８５０円」に改め、同部映写器具の項中「１式」を「一式」 

に、「６，０００円」を「７，８００円」に、「１，５００円」を「１，９５０円」

に改め、同表その他の設備の部電気設備（ホールに限る。）の項中「１５０円」を 

「１９０円」に改める。 

第２条 世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例（令和５年１２月世田谷区条

例第６８号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第１項の改正規定を次のように改める。 

 第２０条第１項中「、世田谷区立玉川区民会館」を「、世田谷区立玉川区民会

館、世田谷区立玉川区民会館別館」に改める。 

別表第３世田谷区立玉川区民会館別館の部を削る改正規定を次のように改める。 

別表第３備考以外の部分を次のように改める。 
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 別表第３（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

名称 種別 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時から正午まで 午後１時から午後４時３０分まで 午後５時３０分から午後１０時まで 午前９時から午後１０時まで 

平日 日曜日、土曜日及び休日 平日 日曜日、土曜日及び休日 平日 日曜日、土曜日及び休日 平日 日曜日、土曜日及び休日 

世田谷区立 

世田谷区民 

会館 

ホール ７４，８００円 ８９，６９０円 １１２，４００円 １３４，７３０円 １８７，２１０円 ２２４，６１０円 ２９９，６１０円 ３５９，３４０円 

集会室Ａ ９，１９０円 １１，０２０円 １３，８３０円 １６，５５０円 ２３，０３０円 ２７，６００円 ３６，８６０円 ４４，１５０円 

集会室Ｂ ５，４２０円 ６，５１０円 ８，１７０円 ９，７７０円 １３，６００円 １６，３００円 ２１，７７０円 ２６，０７０円 

練習室Ａ ４，３５０円 ５，２２０円 ６，５５０円 ７，８３０円 １０，９００円 １３，０６０円 １７，４５０円 ２０，８９０円 

練習室Ｂ ２，５５０円 ３，０７０円 ３，８４０円 ４，６１０円 ６，４１０円 ７，６８０円 １０，２５０円 １２，２９０円 

世田谷区立 

烏山区民会 

館 

ホール ３２，０２０円 ３８，３９０円 ４８，１１０円 ５７，６８０円 ８０，１４０円 ９６，０８０円 １２８，２５０円 １５３，７６０円 

集会室 ７，５９０円 ９，１００円 １１，５３０円 １３，８１０円 １９，１２０円 ２２，９１０円 ３０，６５０円 ３６，７２０円 
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別表第４の２世田谷区立玉川区民会館の部の次に次のように加える改正規定を次 

のように改める。 

 別表第４の２備考以外の部分を次のように改める。 
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別表第４の２（第２０条関係） 

 

 

名称 種別 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時から正午まで 

 

 

 

午後１時から午後４時３０分まで（備

考第１号の規定により使用時間の単位

を定めた施設は、正午から午後５時３

０分まで） 

午後５時３０分から午後１０時まで 

 

 

 

午後５時３０分から午後１１時まで 

 

 

 

午前９時から午後１０時まで 

 

 

 

午前９時から午後１１時まで 

 

 

 

平日 日曜日、土曜日 

及び休日 

平日 日曜日、土曜日 

及び休日 

平日 日曜日、土曜日 

及び休日 

平日 日曜日、土曜日 

及び休日 

平日 日曜日、土曜日 

及び休日 

平日 日曜日、土曜日 

及び休日 

世田谷区立

世田谷区民

会館別館 

第１集会室 １２，６３０円 １５，０１０円 １９，１２０円 ２２，８３０円 ３１，７９０円 ３８，０６０円 ３７，９５０円 ４５，３６０円 ５０，９１０円 ６０，８９０円 ５７，０７０円 ６８，１９０円 

第２集会室 ４，８００円 ５，６９０円 ７，２６０円 ８，６６０円 １２，０６０円 １４，４００円 １４，４００円 １７，２１０円 １９，３２０円 ２３，１００円 ２１，６６０円 ２５，８７０円 

第３集会室 ３，９７０円 ４，７１０円 ６，０１０円 ７，１８０円 ９，９９０円 １１，９６０円 １１，９２０円 １４，２５０円 １６，０００円 １９，１４０円 １７，９３０円 ２１，４３０円 

第４集会室 ５，５６０円 ６，６００円 ８，４１０円 １０，０６０円 １４，０００円 １６，７６０円 １６，７１０円 １９，９９０円 ２２，４１０円 ２６，８２０円 ２５，１２０円 ３０，０５０円 

世田谷区立

北沢区民会

館 

ホール プロセニアム形式による幅１４．４メートル以内で、かつ、奥行５．４メートル以内の大きさの定位置の舞台（以下「通常舞台」という。）を設定する場合又は舞台を設定しない場合 

３９，２２０円 ４７，０２０円 ５８，９２０円 ７０，６４０円 ９８，１５０円 １１７，６６０円   １５７，０７０円 １８８，３００円   

通常舞台以外の舞台を設定する場合 

５０，９３０円 ６０，９７０円 ７６，５８０円 ９１，８３０円 １２７，５１０円 １５２，８００円   ２０４，０９０円 ２４４，６３０円   

第１集会室 ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円   

第２集会室 ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円   

第３集会室 ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円   

第４集会室 ９，２９０円 １１，１５０円 １４，１１０円 １６，９１０円 ２３，４１０円 ２８，０６０円   ３７，５２０円 ４４，９７０円   
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世田谷区立

北沢区民会

館別館 

集会室 １１，７００円 １３，９３０円 １７，６５０円 ２１，１９０円 ２９，３６０円 ３５，１２０円 

  

４７，０１０円 ５６，３１０円 

  

世田谷区立

玉川区民会

館 

ホール ３９，９１０円 ４７，８９０円 ６０，０６０円 ７２，０７０円 ９９，８４０円 １１９，８００円   １５９，９００円 １９１，８７０円   

第１集会室 ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円   

第２集会室 ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円   

第３集会室 ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円   

第４集会室 ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円   

第５集会室 ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円 
  

世田谷区立

玉川区民会

館別館 

集会室 ８，２２０円 ９，８６０円 １２，３２０円 １４，８００円 ２０，５５０円 ２４，６６０円   ３２，８７０円 ３９，４６０円   

世田谷区立

砧区民会館 

ホール ３９，２２０円 ４７，０２０円 ５８，９２０円 ７０，６４０円 ９８，１５０円 １１７，６６０円   １５７，０７０円 １８８，３００円 
  

集会室Ａ ２，６００円 ２，９６０円 ３，９００円 ４，６４０円 ６，５００円 ７，８００円   １０，４００円 １２，４４０円 
  

集会室Ｂ ２，６００円 ２，９６０円 ３，９００円 ４，６４０円 ６，５００円 ７，８００円   １０，４００円 １２，４４０円 
  

集会室Ｃ ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円 
  

集会室Ｄ ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円 
  

集会室Ｅ ４，０８０円 ４，８２０円 ６，３１０円 ７，４３０円 １０，４００円 １２，４５０円   １６，７１０円 １９，８８０円 
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  附則に次の２項を加える。 

 ４ この条例による改正後の別表第３及び別表第４の２の規定は、令和７年１０月

１日以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の使用に係る

使用料及び利用料金については、なお従前の例による。 

 ５ 施行日前に、令和７年１０月１日以後の世田谷区立世田谷区民会館の施設の使

用に係る使用料を納付した者は、この条例による改正後の別表第３世田谷区立世

田谷区民会館の部に規定する額の当該使用料を納付した者とみなす。 

附 則 

１ この条例中第１条及び次項の規定は令和７年４月１日から、第２条の規定は公布

の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の別表第４及び別表第４の３の規定は、令和７年１０

月１日以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の使用に係る

使用料及び利用料金については、なお従前の例による。 

 


